
　

軽
自
動
車
税
は
、使
用
の
有
無
に
関
わ

ら
ず
、毎
年
4
月
1
日
現
在
の
所
有
者
に

課
税
さ
れ
ま
す
。

　
市
外
へ
の
転
出
や
車
両
が
不
要
に
な
っ

た
場
合
は
、廃
車
手
続
き
を
し
、ナ
ン
バ
ー

プ
レ
ー
ト
を
返
却
し
て
く
だ
さ
い
。ま
た
、

譲
渡
な
ど
で
所
有
者
が
変
わ
る
場
合
は
、

名
義
変
更
の
届
け
出
を
し
て
く
だ
さ
い
。

な
お
、
手
続
き
が
4
月
2
日
以
降
に

な
っ
た
場
合
は
、そ
の
年
度
分
は
課
税
さ

れ
る
た
め
、注
意
し
て
く
だ
さ
い
。

問・申
請

▼
1
2
5
㏄
以
下
の
原
付
・
小
型
特
殊

自
動
車

　
　
·

(市)
税
務
課
市
民
税
係

　
　
·

(市)
吉
川
支
所
市
民
生
活
課

▼
1
2
5
㏄ 
超
え
の
二
輪

　
　
神
戸
運
輸
監
理
部
兵
庫
陸
運
部

　
　
☎
0
5
0
‐
5
5
4
0
‐
2
0
6
6

▼
三
輪
・
四
輪
の
軽
自
動
車

　
　
軽
自
動
車
検
査
協
会
兵
庫
事
務
所

　
　
☎
0
5
0
‐
3
8
1
6
‐
1
8
4
7

　

他
市
区
町
村
に
引
っ
越
し
す
る
方
は
、

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
を
使
う
こ
と
で
、

窓
口
に
行
く
こ
と
な
く
、マ
イ
ナ
ポ
ー
タ

ル
か
ら
転
出
届
を
提
出
で
き
ま
す
。

　

特
に
、3
～
4
月
は
窓
口
が
混
雑
し
ま

す
の
で
、マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
を
利
用

し
た
転
出
手
続
き
や
コ
ン
ビ
ニ
交
付
サ
ー

ビ
ス
に
よ
る
証
明
書
発
行（
住
民
票
の
写

し
な
ど
）を
利
用
し
て
く
だ
さ
い
。

▼
対
象

電
子
証
明
書（
マ
イ
ナ
ン
バ
ー

カ
ー
ド
の
暗
証
番
号
）が
有
効
で
あ
る

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
を
持
ち
、国
内

で
引
っ
越
し
を
す
る
方（
家
族
で
引
っ

越
す
場
合
、世
帯
の
う
ち
1
人
が
持
っ

て
い
た
ら
手
続
き
で
き
ま
す
）。

●
転
入
届
に
つ
い
て
は
、転
入
先
の
市
区

町
村
窓
口
で
手
続
き
を
す
る
必
要
が
あ

り
ま
す
。

問  

(市)
市
民
課
市
民
係

市
民
係

転
出
届
は
オ
ン
ラ
イ
ン
で
届
け
出
で
き
ま
す

手続き

軽
自
動
車（
原
付
な
ど
）を
廃
車
す
る
際
は

ナ
ン
バ
ー
プ
レ
ー
ト
の
返
却
を

手続き

後期高齢者医療制度の財源

一部負担金
（医療機関
での負担）

公費（税金）

約 5 割

現役世代の支援

約 4 割

高齢者の
保険料
約 1 割

医療費（後期高齢者医療被保険者分）

医療給付費

ペット

狂
犬
病
予
防
注
射（
集
合
注
射
）を
実
施

　
生
後
91
日
以
上
の
犬
を
飼
っ
て
い
る
方

に
は
、市
町
村
へ
の
犬
の
登
録
と
毎
年
1

回
の
狂
犬
病
予
防
注
射
を
受
け
さ
せ
る
こ

と
が
義
務
付
け
ら
れ
て
い
ま
す
。市
で
は
、

4
月
に
集
合
注
射
会
場
を
設
け
て
狂
犬
病

予
防
注
射
を
実
施
し
ま
す
。

　
日
時
や
会
場
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
や
市

役
所
2
階
生
活
安
全
課
、吉
川
支
所
、各

市
立
公
民
館
に
あ
る「
衛
生
か
わ
ら
ば
ん
」

を
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

●
す
で
に
登
録
し
て
い
る
場
合

3
月
中
に
犬
の
飼
い
主（
管
理
者
）へ

「
狂
犬
病
予
防
注
射
通
知
書
」を
郵
送
し

ま
す
。
通
知
書
裏
面
の「
狂
犬
病
予
防

注
射
予
診
票
」に
必
要
事
項
を
記
入
し
、

会
場
に
必
ず
持
参
し
て
く
だ
さ
い
。

▼
料
金

3
，
4
0
0
円（
狂
犬
病
予

防
注
射
料
金
、注
射
済
票
交
付
手
数
料
）

●
未
登
録
の
場
合

直
接
、会
場
へ
来
場
し
て
く
だ
さ
い
。

▼
料
金

6
，
4
0
0
円（
登
録
手
数

料
、狂
犬
病
予
防
注
射
料
金
、注
射

済
票
交
付
手
数
料
）

●
集
合
注
射
の
留
意
事
項

·
会
場
で
は
必
ず
リ
ー
ド
を
付
け
、犬

を
抑
え
ら
れ
る
方
が
連
れ
て
き
て
く

だ
さ
い
。

·
当
日
は
混
雑
す
る
た
め
、つ
り
銭
の

な
い
よ
う
に
お
願
い
し
ま
す
。

·
犬
の
登
録
や
狂
犬
病
予
防
注
射
は
、

市
内
の
動
物
病
院
で
も
受
け
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。

·
予
診
票
の
質
問
事
項
に
1
つ
で
も
該

当
す
る
場
合
は
、犬
の
安
全
上
、動
物

病
院
で
注
射
を
受
け
て
く
だ
さ
い
。

●
次
に
該
当
す
る
場
合
は
届
け
出
を

·
飼
い
犬
が
死
亡
し
た
場
合（
登
録
抹

消
の
手
続
き
）

·
市
外
か
ら
犬
が
三
木
市
に
転
入
し
た

場
合（
登
録
の
変
更
手
続
き
）

·
知
人
な
ど
か
ら
犬
を
譲
り
受
け
た
場

合
※（
飼
い
主
の
名
義
変
更
）

　
　
※
家
族
間
で
も
届
け
出
が
必
要
で
す
。

問・申
請  

(市)
生
活
安
全
課
生
活
安
全
係

補助金

山
田
錦
な
ど
の
生
産
農
家
の
皆
さ
ん
へ

　
令
和
8
年
産
山
田
錦
な
ど
の
酒
造
好
適

米
を
J
A
な
ど
の
集
出
荷
事
業
者
へ
販
売

す
る
農
家
が
所
定
の
要
件
を
満
た
す
と

き
、コ
メ
新
市
場
開
拓
等
促
進
事
業
の
取

組
に
対
す
る
支
援
を
受
け
ら
れ
る
場
合
が

あ
り
ま
す
。

▼
支
援
対
象
者（
次
の
要
件
の
ほ
か
、市

が
定
め
る
要
件
を
満
た
す
こ
と
）

·
直
接
ま
た
は
J
A
な
ど
の
集
出
荷
事

業
者
を
通
じ
て
、酒
蔵
な
ど
と
事
前

契
約
を
結
ん
で
い
る
農
家

·
ニ
ー
ズ
に
応
じ
た
価
格
・
品
質
に
対

応
す
る
た
め
に
必
要
と
な
る
低
コ
ス

ト
生
産
な
ど
の
取
組
を
行
う　
な
ど

▼
交
付
単
価

�10
㌃
あ
た
り
1
万
円
×
年
数（
最
大
3

　
年
間
）※

　

た
だ
し
、国
か
ら
の
予
算
配
分
に

よ
っ
て
は
単
価
が
減
額
さ
れ
る
場
合
が

あ
り
ま
す
。

　
※
令
和
8
年
度
に
一
括
で
交
付
し
ま
す
。

▼
問
合
せ
期
限　
3
月
6
日
㈮

　
申
請
を
考
え
て
い
る
方
は
事
前
に
問

い
合
わ
せ
て
く
だ
さ
い
。

問・申
請  

(市)
農
業
振
興
課
山
田
錦
振
興
係

低
コ
ス
ト
生
産
な
ど
の
取
組
を
支
援

ペット

ペ
ッ
ト
が
迷
子
に
な
ら
な
い
た
め
に

　
ド
ア
や
門
の
す
き
間
か
ら
出
て
行
っ
た

り
、雷
の
音
に
驚
い
て
飛
び
出
し
た
り
と
、

不
注
意
や
ア
ク
シ
デ
ン
ト
に
よ
り
ペ
ッ
ト

が
迷
子
に
な
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

　

飼
い
主
の
連
絡
先
が
分
か
る
よ
う
に
、

首
輪
に
犬
の
鑑
札
や
迷
子
札
、マ
イ
ク
ロ

チ
ッ
プ
な
ど
を
装
着
し
ま
し
ょ
う
。

　

ペ
ッ
ト
が
い
な
く
な
っ
た
ら
、す
ぐ
に

動
物
愛
護
セ
ン
タ
ー
ま
た
は
最
寄
り
の
警

察
署
に
連
絡
し
て
く
だ
さ
い
。

問  

(県）
動
物
愛
護
セ
ン
タ
ー
三
木
支
所

☎
8
4
‐
3
0
5
0

後期高齢者
医療

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
加
入
の
方
へ

　

保
険
料
の
納
め
忘
れ
や
自
宅
に
納
付
書

が
残
っ
て
い
な
い
か
、確
認
を
お
願
い
し
ま

す
。
年
金
か
ら
の
天
引
き
や
口
座
振
替
で

納
付
さ
れ
て
い
る
場
合
、納
付
書
は
あ
り

ま
せ
ん
。

　

期
限
内
に
納
付
が
困
難
な
方
は
、必
ず

納
期
限
ま
で
に
相
談
し
て
く
だ
さ
い
。

▼
な
ぜ
高
齢
者
も
保
険
料
を
負
担
す
る
の
？

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
は
、医
療
費

が
増
大
す
る
傾
向
に
あ
る
中
で
、医
療

機
関
に
支
払
う
一
部
負
担
金（
自
己
負

担
）だ
け
で
は
な
く
、公
費（
税
金
）や

現
役
世
代
か
ら
の
支
援
も
あ
り
、社
会

全
体
に
よ
っ
て
成
り
立
っ
て
い
ま
す
。

高
齢
者
と
現
役
世
代
の
負
担
を
明
確
で

公
平
に
し
、わ
か
り
や
す
い
制
度
と
す

る
た
め
、高
齢
者
に
も
一
部
負
担
金（
自

己
負
担
）と
は
別
に
医
療
給
付
費
の
約

1
割
を
保
険
料
と
し
て
負
担
す
る
こ
と

に
な
り
ま
す
。

問
(市)
保
険
年
金
課

   

後
期
高
齢
者・福
祉
医
療
係

3
月
は
今
年
度
最
終
の
納
付
月

▲�マイナポータル
　はこちら

▲�ホームページ
はこちら

▲�ホームページ
はこちら
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子
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て

募
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・
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・
講
座

み
っ
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ぃ
ナ
ビ

施　
　
設

教
室
・
講
座

催　
　
し

カ
メ
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日
記
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